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１．妊娠が分かったら 

母子健康手帳の交付                              

 医療機関で妊娠の診断を受けたら、妊娠届出書（診断を受けた医療機関名、出産予定

日等）をご記入いただき、母子健康手帳をお渡ししています。母子健康手帳は、医療機

関で妊娠の診断を受けてから交付申請の手続きを行ってください。その際、「妊婦健康診

査受診票」などもあわせてお渡しします。 

 

妊婦健康診査                                 

「妊娠届出」等により「母と子の健康のしおり（妊婦健康診査受診票）」を交付してい

ます。妊娠期間中１５回までの妊婦健診が助成されます。助成される健診項目は受診票

内に明記してあります。県外で受診した費用については、費用を自己負担していただい

た後、申請により福島県の基準の範囲内で助成します。 

 

 

 

区     分 内            容 

対 象 者 医療機関で妊娠の診断を受けた方。 

申 請 手 続 

交付申請書類は、次のとおりです。 

①妊娠届出書 ②印鑑 

③個人番号が確認できる書類 

必 要 な と き 

手帳交付後、次のようなときは必ずもっていきましょう。 

①お母さんの妊婦健診や子どもの乳幼児健診のとき 

②お母さんの妊娠中の検査結果（貧血、風しん抗体価）や子どもの 

予防接種の記録をするとき 

③その他子どもの成長の記録にかかわるとき 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区     分 内            容 

対 象 者 
医療機関で妊娠の診断を受けた方。 

母子健康手帳とあわせて交付します。 

助 成 手 続 

〈県内の医療機関で受診〉 

①交付された妊婦健康診査受診 

票を医療機関へ提出してくだ 

さい。 

②窓口負担なしで健康診査を受 

けることが可能です。 

〈県外の医療機関で受診〉 

①健康診査を受けた後、昭和村役 

場保健福祉課に申請してくだ 

さい。(1)領収書(2)申請者名義 

の預金通帳(3)印鑑が必要で 

す。 

②後日、指定された口座に助成金 

を振り込みます。 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 
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風しん対策助成事業                             

妊娠中にかかると、生まれてくる赤ちゃんの耳や心臓に障がいをもたらす可能性があ

る先天性風しん症候群を予防するため、風しん抗体検査及びワクチン予防接種の費用を

助成しています。 

 

妊婦さんの「お口のドッグ」無料化                             

 妊娠中は口の中の環境や生活・体調の変化により、虫歯や歯周病になりやすく、生ま

れてくる赤ちゃんに虫歯菌がうつりやすいといわれています。妊婦さんの口腔ケアを支

援するために、妊婦さんの「お口のドッグ」を３回まで無料で実施しています。 

 

区      分 内            容 

風 し ん 

抗 体 検 査 

対 象 者 
①妊娠を予定または希望している女性。 

②妊婦で風しんの抗体価が不十分な方の配偶者。 

助 成 内 容 
助成限度額 ６，９００円 

で抗体検査の費用を現物給付します。 

風しんワクチン

予 防 接 種 

対 象 者 

抗体検査を受けた方で、抗体価が基準以下の方。 

※基準について・・・ＨＩ法  １６倍以下 

          ＥＩＡ法 ８．０未満 

助 成 内 容 
助成限度額 ７，９２０円 

で予防接種の費用を現物給付します。 

実 施 場 所 
昭和村国民健康保険診療所 

※他医療機関での抗体検査及び予防接種は助成対象外です。 

申 請 手 続 

①予診票交付申請書 

②印鑑 

③母子健康手帳 

④本人確認のできる書類、身分証明書 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区     分 内            容 

対 象 者 医療機関で妊娠の診断を受けた方。 

健 診 内 容 

①予防健診 

②お口の状態にあった歯磨きの指導 

③歯の汚れの除去 

申 込 手 続 
昭和村役場保健福祉課または昭和村国民健康保険診療所へ電話等で

お申し込みください。 

問 合 せ 先 
昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

昭和村国民健康保険診療所（0241-57-2643） 
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おもいやり駐車場利用証の交付                        

スーパー、病院、公共施設などに設置されている車いすマークの駐車スペースを利用

できる人を明確にし、本人に利用証を交付するものです。本人が運転または同乗する自

動車を「おもいやり駐車場」に駐車する場合にのみ利用できます。 

 

※利用できる駐車場は、スーパー、医療機関、公共施設など 

「おもいやり駐車場」のステッカーの表示がある協力施設 

の駐車場です。 

 

 

妊婦相談・訪問                               

 妊婦さんで、安心して出産を迎えるための相談をいつでも受け付けています。また、 

訪問を希望する場合は、保健師が訪問します。お気軽に相談ください。 

 

                   

 

理想的な妊娠中の健康診査の回数は次のとおりですので、参考に受診してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 内            容 

対 象 者 妊娠７ケ月から産後３か月（妊産婦の場合） 

申 請 手 続 

①交付申請書 

②母子健康手帳 

③本人確認のできる書類、身分証明書 

※代理の方が申請する場合は、運転免許証等 

問 合 せ 先 
昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

会津保健福祉事務所 高齢者支援チーム（0242-29-5272） 

区     分 内            容 

対 象 者 医療機関で妊娠の診断を受け、出産について不安がある方。 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

妊娠満２３週まで 妊娠満２４週から 

３５週まで 

妊娠満３６週から 

分娩まで 

４週間に１回 ２週間に１回 １週間に１回 

見 

本 

◆保健師からのアドバイス 
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２．赤ちゃんが生まれたら 

出産・育児への経済的支援 
 

出産育児一時金                              

 国民健康保険に加入している方が出産したとき出産一時金を支給しています。他の健

康保険に加入している方は、職場または加入先の健康保険組合へお問い合わせください。 

※ 産科医療補償制度とは・・・お産をしたときなんらかの理由で重度脳性麻痺となっ 

た赤ちゃんとそのご家族のことを考えた補償制度です。 

 

出産祝金                                 

 人口の増加と若者の定住を図るために、赤ちゃんが生まれた家庭には出産祝金を支給

しています。 

 

 

区 分 内            容 

対 象 者 
妊娠８５日（１２週）以降で出産した方。 

※死産・流産を含みます。 

支 給 額 

出産児１人につき ４０４，０００円 

※産科医療補償制度に加入している医療機関での分娩の場合は 

１６，０００円が増額となります。 

申 請 手 続 

原則、保険加入者の方に代わり分娩を行った医療機関が代理で支給

申請を行い、分娩費用として医療機関に直接支払われます。 

※世帯主が申請者となり医療機関に事前に申し出が必要です。 

 

〈分娩費用が支給額に満たなかった場合〉 

差額分を昭和村役場総務課住民係に申請してください。 

①支給申請書 ②印鑑 ③申請者（世帯主）名義の預金通帳 

④医療機関から交付される領収書 

問 合 せ 先 昭和村役場 総務課 住民係（0241-57-2115） 

区 分 内            容 

対 象 者 新生児を出産した方。 

支 給 額 

第１子 第２子以降 

新生児１人につき 

１００，０００円 

新生児１人につき 

１００，０００円 

申 請 手 続 ①支給申請書 ②印鑑 

問 合 せ 先 昭和村役場 総務課 総務企画係（0241-57-2111） 
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児童手当                                 

 国・県・村と事業所が費用を負担し、家庭生活の安定と、次代の社会を担う児童の健 

全育成及び資質の向上を図るため、中学校修了前の児童を養育している方に児童手当を 

支給しています。 

 

子育て支援医療費助成制度                         

子どもの健康を守り、安心して子育てしやすい環境づくりのために乳幼児、児童の医 

療費を助成しています。 

 

 

 

区 分 内            容 

対 象 者 中学校修了前の児童を養育している方。 

支 給 額 

申請した月の翌月から中学校修了前まで支給します。 

３ 歳 未 満   １５，０００円 

３歳以上小学校修了   １０，０００円 

（※第３子については  １５，０００円） 

中 学 生 一 律   １０，０００円 

所得制限以上の方    ５，０００円 

支 給 日 ６月、１０月、２月にそれぞれの前月分までを支給します。 

申 請 手 続 
①支給申請書 ②印鑑 ③請求者（保護者）の健康保険証 

④個人番号が確認できる書類 ⑤請求者名義の通帳 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区 分 内            容 

対 象 者 出生の日から１８歳に達する年度末までの児童。 

助 成 内 容 

お子さんが病気やケガで健康保険を使って医療機関を受診した際の

自己負担金額を助成します。健康保険から高額療養費及び付加給付

がある場合には差し引き助成となります。 

※健康保険が適用されないもの（予防接種、薬の容器代等）は助成 

対象とはなりませんのでご注意願います。 

助 成 方 法 
交付された子育て支援医療費受給資格証を医療機関に提示すれば、

窓口負担なしで医療を受けることができます。 

申 請 手 続 

①登録申請書 ②印鑑 ③子どもの健康保険証 

④個人番号が確認できる書類 ⑤請求者名義の通帳 

⑥市町村民税課税（非課税）証明書 

（本年の1月1日に住民登録がなかった方のみ） 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 
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未熟児養育医療                              

身体の発育が未熟のままで生まれ、入院を必要とする児童に対して、その治療に必要

な医療費を公費で負担する制度です。 

 

乳幼児育児用品支給事業                              

乳幼児の健康保持・増進を図るため、乳幼児を養育している家庭に育児用品の支給を

行っています。 

 

 

区 分 内            容 

対 象 者 

（１）出生児の体重が２，０００ｇ以下の児童。 

（２）出生児の体重が２，０００ｇを越えても、生活力が特に薄弱 

である児童。 

助 成 内 容 

事前に申請が必要で現物給付のみの給付となります。 

①診察 

②薬剤または治療材料の支給 

③医学的処置、手術及びその他の治療 

④病院、診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護 

⑤移送 

上記の入院にかかる医療費のみが対象となります。 

助 成 方 法 
支給決定された医療券を指定医療機関に提示すれば、世帯の所得に

応じた自己負担額で医療を受けることができます。 

申 請 手 続 
①給付申請書 ②意見書 ③印鑑 ③子どもの健康保険証 

④個人番号が確認できる書類 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区 分 内            容 

対 象 者 
満１歳に到達する月までの児童。 

※出生の翌月からの支給となります。 

支 給 品 目 

対象児１人あたり月額３，５００円を限度として以下の品目を支給

します。限度額内で複数品目を組み合わせての支給も可能です。 

①粉ミルク 

②紙おむつ 

③おしりふき 

支 給 方 法 現物支給として毎月１５日から月末までに受給者に支給します。 

申 請 手 続 ①支給申請書 ②印鑑 

問 合 わ せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 
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チャイルドシート等貸出事業                              

お子さんを交通事故から守るために、年齢に応じたチャイルドシート等を貸出する事

業です。 

 

育児休業給付金・保険料免除制度                              

育児休業期間中の子育て家庭への経済的な支援として、本人が加入している雇用保険

から給付金の支給、保険料の免除等の支援制度があります。 

 

 

 

 

 

区 分 内            容 

対 象 者 村内に居住していて満6歳未満児をもつ方 

支 給 内 容 

①乳児用：出生時から満１歳に達するまで 

②幼児用：おおむね満１歳に達した日から満4歳に達する日まで 

③学童用：おおむね満４歳に達した日から満６歳に達する日まで 

いずれも費用は無料です。ただし返却時の清掃にかかる費用は利用

者負担です。 

申 請 手 続 ①申請書 ②借用書 ③印鑑 

問い合わせ先 昭和村役場 総務課 総務企画係（0241-57-2111） 

区 分 内            容 

対 象 者 育児休業を取得しており、一定の条件を満たした方。 

支 給 内 容 

①育児休業給付金の支給 

休業前賃金の約５０％相当額の育児休業給付が育児休業終了日まで

の期間支給されます。給付の上限額が定められています。 

②社会保険料の免除 

育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者分及

び事業主分とも徴収しません。 

申 請 手 続 所属している勤務先や社会保険組合などにお問い合わせください。 

問

合

わ

せ

先 

①育児休業 

給付金 

所属している勤務先 

ハローワーク会津若松（0242-26-3333） 

②社会保険 

料の免除 

所属している勤務先 

加入している健康保険組合 
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母と子の健康支援 

 

出生届                                    

 出産したら１４日以内に出生届を提出してください。 

 

乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）                                    

 保健師が乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関 

する情報提供等を行うとともに、育児相談や健康相談を行っています。 

 

産後一ヶ月・生後一ヶ月健診                         

 出産後の母体ケア、お子さんの健やかな育ちを支援するため、お母さんの産後一ヶ月

健診と子どもの生後一ヶ月健診にかかる費用の助成を行います。 

区     分 内            容 

申 請 手 続 ①出生届 ②印鑑 ③母子健康手帳 

問 合 せ 先 昭和村役場 総務課 住民係（0241-57-2115） 

区     分 内            容 

対 象 者 生後４ヶ月になるまでの赤ちゃんのいる全ての家庭。 

訪 問 方 法 

出生届確認後、生後２～３ヶ月後を目安に連絡調整のうえ訪問させ

ていただきます。里帰り先で訪問希望の方は里帰り先の役所にお問

い合わせください。 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区     分 内            容 

対 象 者 医療機関で産後一ヶ月健診・生後一ヶ月健診を受診した方。 

助 成 手 続 

産後一ヶ月健診（お母さん） 生後一ヶ月健診（赤ちゃん） 

 

現物給付 

 ６，５５０円 

 

①交付された妊婦健康診査受診 

票を医療機関へ提出してくだ 

さい。 

②窓口負担なしで健康診査を受 

けることが可能です。 

 

償還払い 

５，０００円 

 

①健康診査を受けた後、昭和村役 

場保健福祉課に申請してくだ 

さい。(1)領収書(2)申請者名義 

の預金通帳(3)印鑑が必要で 

す。 

②後日、指定された口座に助成金 

を振り込みます。 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

助成上限額 

支給方法  支給方法  

助成上限額 
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産後ケア事業                                    

 出産後のお母さんとお子さんのために、助産所等において宿泊または日帰りで母子の 

ケアや授乳指導・育児相談等を受けることができます。 

 

新生児聴覚検査                               

 新生児の聴覚障がいを早期に発見し、早期に適切な療育につなぐことで言語獲得がで

きるよう支援するため、検査費用の助成を行います。 

 

区     分 内            容 

対 象 者 

産後 1年未満の母子のうち、家族等から家事や育児の援助が十分に

受けられない方で次のいずれかに該当する方。 

（１）出産後の回復に不安がある方 

（２）育児に対する不安がある方 

（３）その他村長が支援を必要と認めた方 

利 用 期 間 宿泊ケア ７日以内 日帰りケア ５日以内 

利 用 者 負 担 
宿泊ケア １泊２日３，０００円 

その後、１泊ごとに３，０００円 
日帰りケア １日１，５００円 

申 請 手 続 ①申請書 ②印鑑 ③母子健康手帳 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区     分 内            容 

対 象 者 新生児 

助 成 限 度 額 
自動聴性脳幹反応検査（AABR） ８，０４０円 

耳音響放射検査（OAE） ３，０００円 

助 成 手 続 

福島県内の医療機関 福島県外の医療機関 

 

現物給付 

 

①交付された新生児聴覚検査受

検票を医療機関へ提出してく

ださい。 

②窓口負担なしで検査を受ける

ことが可能です。 

 

償還払い 

 

①検査を受けた後、昭和村役場保

健福祉課に申請してください。 

(1)領収書(2)申請者名義の預金

通帳(3)印鑑が必要です。 

②後日、指定された口座に助成金 

を振り込みます。 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

支給方法  支給方法  
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３．乳幼児期の子育て支援 

つどいの場（つみきクラブ）                            

 親子、妊婦さんが自由に利用でき、子育ての不安や悩みなどに対する相談や情報交換

を行う交流の場を提供します。申し込みは必要ありませんので、気軽にご利用ください。 

 

公立保育所（昭和村保育所）                                    

 保護者の仕事や病気などにより家庭で十分に保育ができない場合、保護者に代わり保 

育所でお子さんを保育します。友だちや先生との関わりを通して、社会性を身につけら 

れるよう、お子さんの心身の調和のとれた発達を支援していきます。 

区     分 内            容 

対 象 者 就学前の児童とその保護者、妊婦さん。 

内 容 

日 時 毎週水曜日 ９時００分 ～ １１時４５分 

場 所 
すみれ荘 保健相談室 

（ロビーもご利用いただけます。） 

そ の 他 

毎週水曜日以外にも「手形足形つくり」や保育所行事の「だんご

さし」「七夕」「豆まき」などを実施しています。対象者には案内

通知を送付いたしますので、ご確認ください。 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区     分 内            容 

対 象 者 満１歳から就学前までの児童。 

保 育 所 名 昭和村保育所   【定員：４５名】 

保育実施場所 
〒９６８－０１０３ 

昭和村大字下中津川字中島１６１３ 

保 育 時 間 

月曜日から土曜日［祝祭日、年末年始を除く日］ 

開所時間 7時３０分 ～ １8時 3０分 

※8 時 30 分～16 時 00 分を超える時間及び土曜日の利用希望に

ついては事前にご連絡ください。 

保 育 料 保育料は平成３１年度より無償といたします。 

入 所 手 続 

新規入所の申込み受付は例年１月に行っております。 

期間を過ぎた場合でも随時入所申込みを受け付けております。 

①入所申込書 ②印鑑 ③父母の就労証明書 など 

問 合 せ 先 
昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

昭和村保育所（0241-57-2207） 
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４．小・中学生に関する子育て支援 

放課後児童クラブ                                

 放課後や長期休業中に、就労などにより保護者が家庭にいない小学生に対し、適切な 

遊びや生活支援を行う場を提供しています。 

 

子ども会                                    

 本村には４つの子ども会があり、それぞれが様々な活動を行い、子どもたちの健全な 

育成、仲間づくりをすすめています。 

 

区     分 内            容 

対 象 者 小学１年生から小学６年生までの児童。 

ク ラ ブ 名 昭和村放課後児童クラブ 

実 施 場 所 

〒９６８－０１０３ 

昭和村大字下中津川字住吉４１５ 

昭和村公民館 

保 育 時 間 

月曜日から金曜日［祝祭日、年末年始を除く日］ 

通 常 時 放 課 後 ～ １８時００分 

長期休業時 ８時００分 ～ １８時００分 

利 用 料 金 
無料 

※傷害保険料（年間800円）やおやつ代が別途かかります。 

申 込 手 続 ①登録申請書 ②印鑑 ③子どもの健康保険証 など 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区     分 内            容 

対 象 者 小学１年生から中学３年生までの児童。 

子 ど も 会 

下中津川 小中津川・佐倉 大芦 

上 坪 

子 ど も 会 

小 中 津 川 ・ 佐 倉 

子 ど も 会 

大 芦 

子 ど も 会 

主な活動内容 
親子旅行、交流会、天神講（伝統行事）など 

※各地区子ども会によって活動内容は異なります。 

入 会 手 続 

地区に子ども会がない場合でも、他地区子ども会に参加することが

できます。各子ども会指導者または昭和村役場保健福祉課までご相

談ください。 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 
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子育て応援パスポート（ファミたんカード）                                

 福島県では、社会全体で子育てしやすい環境づくりを推進するため、市町村や事業者 

と連携して、子育て応援パスポート事業を行っています。あらかじめ、県から承認を受 

けた協賛店舗等にてこのカードを提示することにより、さまざまな子育て応援サービス 

が受けられます。 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

区     分 内            容 

対 象 者 
１８歳に達する年度末までのお子さんがいる家庭。 

子ども１人につき１枚交付されます。 

サービス内容 

サービスは協賛店のご厚意によるものですので、店舗によって内容

が異なります。ＨＰで各協賛店のサービスの 内容を確認することが

できます。  

 

         右のＱＲコードからサービス 

内容を確認できます！ 

そ の 他 
47 都道府県すべてでファミたんカードが使え、各県の優待サービ

スを利用できます。 

申 請 方 法 昭和村役場保健福祉課にてカードを受け取ることができます。 

問 合 せ 先 
福島県 子育て支援課（024-521-7198） 

昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

 

右の 

全国共通ロゴマーク 

を見かけたら 

なにかおトクな割引や 

サービスがある 

目印です！ 
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就学援助制度                                  

 経済的な理由により、小学校・中学校に通う児童の就学にお困りで、援助を希望する 

保護者の方に対して、学用品費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区     分 内            容 

対 象 者 

以下の基準に該当する小学校・中学校に通う児童生徒の保護者で、

教育委員会が認定する方。 

（１）生活保護が停止、廃止となっている方。 

（２）村民税が非課税または減免を受けている方。 

（３）個人の事業税の減免を受けている方。 

（４）固定資産税の減免を受けている方。 

（５）国民年金の保険料の減免を受けている方。 

（６）国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けている方。 

（７）児童扶養手当の支給を受けている方。 

（８）生活福祉資金制度による貸付を受けている方。 

 

※上記に該当する方以外でも一定の基準に該当すれば就学援助の 

対象となる場合もあります。 

援 助 内 容 

就学援助の認定を受けた方は、以下の項目について援助を受けるこ

とができます。 

①学用品費             ⑧就学旅行費 

②通学用品費            ⑨新入学用品費 

③校外活動費（宿泊を伴わないもの） ⑩クラブ活動費 

④校外活動費（宿泊を伴うもの）   ⑪生徒会費 

⑤体育実技用品費 柔道       ⑫ＰＴＡ会費 

⑥体育実技用品費 剣道       ⑬学校給食費 

⑦体育実技用品費 スキー 

 

※就学援助の認定を受けた日や児童の学年等により該当にならな 

い項目があります。 

申 込 手 続 

下記の必要書類を添付の上、各学校へお申し込みください。 

①申請書（用紙は各学校、教育委員会にあります。） ②印鑑 

※現在収入のない方 前年度の所得証明書 

※会社に勤めている方 前年分源泉徴収票、直近の給与支払明細書 

※自営業等営業所得のある方 前年分確定申告書の控え 

問 合 せ 先 昭和村 教育委員会（0241-57-2１６４） 
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５．障がいのある子どもの支援 

療育手帳                                    

知的障がいを有する児童が各種の援護や制度上の便宜を受けるために、療育手帳を交

付します。 

 

障がい福祉サービスの利用                           

障がいのある児童に対して、年齢や障がい特性に応じた専門的かつ適切な支援、サー

ビスを提供します。現在、村内には障がい福祉サービスを提供している事業所がありま

せんので、村外での利用となります。 

区     分 内            容 

対 象 者 
児童相談所で知的障がいと判定された方。 

※等級は大きくＡとＢに分かれています。 

申 請 手 続 

手帳交付申請書類は、次のとおりです。 

①交付申請書 ②印鑑 ③本人の写真（タテ４㎝×ヨコ３㎝ 上半

身 無帽のもの） ④他の障がい者手帳の交付を受けている場合は

その手帳（所持者のみ） ⑤特別児童扶養手当を受けている方はそ

の証書 ⑥個人番号が確認できる書類 

届 出 等 

手帳交付後、次のようなときは届出をしてください。 

①住所や氏名、障がい程度に変更が生じるとき 

②手帳を紛失・破損したとき 

※手帳には有効期限がありますので、次回判定日前に再度判定を受

けてください。 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区     分 内            容 

対 象 者 

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を持っ

ている児童、難病患者等および児童発達支援の必要性が認められ

る児童。 

主
な
サ
ー
ビ
ス
内
容 

児童発達支援 
日常生活における基本的動作の指導、知識や技能の付与または集

団生活への適応のために訓練を行う療育の場を提供します。 

医 療 型児童 

発 達 支 援 
児童発達支援および治療の提供を行います。 

放 課 後 等 

デイサービス 

学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中

において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 

保 育 所 等 

訪 問 支 援 

保育所等を現在利用中（今後利用予定）の障がい児に保育所等に

おける集団生活の適応のための専門的な支援を行います。 

利 用 料 世帯の所得に応じて自己負担額が決定します。 

申 請 手 続 

①支給申請書 ②印鑑 ③障がい者手帳（所持者のみ） ④その

世帯の課税状況が分かるもの ⑤個人番号が確認できる書類 

等 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 
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自立支援医療（育成医療）                                   
身体に障がいや病気があり、放置すると将来身体に障がいが残る可能性があるが手術

等の治療で障がいの改善が期待できる児童に対して、医療費の一部を助成する制度です。 

 

特別児童扶養手当                                

 身体または精神に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的に、手当を支給

しています。 

区     分 内            容 

対  象   者 

身体上に障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残

すとみられる１８歳未満の児童で、手術等の治療によって確実な治

療効果が期待できるもの。 

対 象 疾 患 

肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語機能

障がい、心臓機能障がい、腎臓・小腸障がい、肝臓機能障がい、そ

の他内臓障がい、免疫機能障がい 

自 己 負 担 額 
市町村民税（所得割）額に応じて、自己負担額が決定します。 

※入院時の食費は原則自己負担になります。 

申 請 手 続 

①自立支援医療（育成）支給認定申請書 ②育成医療意見書(所定の

様式) ③健康保険証（保護者と子ども分） ④印鑑 ⑤市町村民税

課税証明書 ⑥国保カード式の方は住民票謄本 ⑦腎臓機能障がい

に対する人工透析療法の場合は、特定疾病療養受領証の写し 等 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

区     分 内            容 

対 象 者 

身体または精神に中度または重度の障がい（下記の障がい程度を参

照）を有する２０歳未満の児童を監護している父母、または父母に

かわって児童を養育している方。 

①身体障がい者手帳１～３級、及び４級の一部 

②療育手帳Ａ・Ｂ 

③身体または精神の障がいが重複する場合であって、①・②と同程

度の状態にあること 

支 給 制 限 

①所得制限（手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上である

とき、または手当を請求する方と同居している配偶者及び扶養義

務者の前年の所得が一定金額以上あるとき）に該当する方。 

②施設に入所中の方。 

③障がいを理由とする公的年金を受給している方。 

手 当 月 額 
１級   ５２，２００円 

２級   ３４，７７０円          （平成３１年度） 

手 当 の 支 給 ４月、８月、１１月に４ヶ月分をまとめて支払います。 

申 請 手 続 

①認定請求書 ②所得状況届 ③戸籍謄本、住民票写し ④診断書

（省略できる場合があります） ⑤印鑑 ⑥請求者名義の通帳 

⑦個人番号が確認できる書類 等 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 



~ 16 ~ 

障がい児福祉手当                                 

重度障がいを有する児童の福祉の向上を図ることを目的に、精神的、物質的な特別の 

負担の軽減の一助として手当を支給しています。 

 

障がい児に関する相談支援窓口                                

 障がい児支援にかかる各種制度の情報提供及び相談を次の機関で行っています。 

  ・子どもの養育に悩んでいるとき 

  ・生活上、子ども自身が悩んでいるとき 

・子どもの支援制度に関してわからないとき   

 

 

 

区     分 内            容 

対 象 者 
２０歳未満であって、身体または精神に重度の障がいを有する方で、

日常生活において常時介護を必要とする方。 

支 給 制 限 

① 所得制限（手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上である

とき、または手当を請求する方と同居している配偶者及び扶養義

務者の前年の所得が一定金額以上あるとき）に該当する方。 

②施設に入所中の方。 

③障がいを理由とする公的年金を受給している方。 

手 当 月 額 １４，７９０円               （平成３１年度） 

手 当 の 支 給 
２月、５月、８月、１１月に３ヶ月分をまとめて支払います。 

申請月の翌月分から手当が支給となります。 

申 請 手 続 

①認定請求書 ②受給資格者の戸籍謄本または世帯全員の住民票の 

写し ③所得状況届 ④診断書 ⑤印鑑 ⑥金融機関の通帳写し

（本人の口座） ⑦個人番号が確認できる書類 等 

問 合 せ 先 
昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

会津保健福祉事務所 障がい者支援チーム（0242-29-5275） 

機関名 住所・連絡先 

昭和村役場 

保健福祉課 保健福祉係 

昭和村大字小中津川字石仏１８３６ 

０２４１－５７－２６４５ 

会津児童相談所 
会津若松市一簣町大字八幡字門田１－３ 

０２４２－２３－１４００ 

福島県障がい者総合福祉センター 

（総務課） 

（身体障がい者福祉課） 

（知的障がい者福祉課） 

福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎1階 

０２４－５２１－２８２３ 

０２４－５２１－２８２４ 

０２４－５２１－２８２２ 

福島県総合療育センター 
郡山市富田町字上の台４－１ 

０２４－９５１－０２５０ 

福島県発達障がい者支援センター 
郡山市富田町字上の台４－１ 南棟２階 

０２４－９５１－０３５２ 
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５．ひとり親家庭への支援 

児童扶養手当                                  

 父または母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助 

けるために、児童の父もしくは母、養育者に手当を支給しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区    分 内            容 

対 象 者 

父母の離婚などの理由で配偶者のいない（父または母が一定の障が

いを有している）１８歳に達する年度末までの児童を看護している

父、母または養育者。 

支 給 制 限 

①所得制限（手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上である

とき、または手当を請求する方と同居している配偶者及び扶養義

務者の前年の所得が一定金額以上あるとき）に該当する方。 

②施設に入所中の方。 

手 当 月 額 

①児童１人目の場合 

・全部支給  ４２，９１０円 

・一部支給  １０，１２０円 ～ ４２，９００円 

②児童２人目の場合の加算 

・全部支給  １０，１４０円 

 ・一部支給   ５，０７０円 ～ １０，１３０円 

③児童３人目以降の場合の加算 

 ・全部支給   ６，０８０円 

・一部支給   ３，０４０円 ～  ６，０７０円 

 （平成３１年度） 

手 当 の 支 給 

奇数月（1月、３月、５月、７月、９月、１１月）に2ヶ月分をま

とめて支払います。 

＊平成３１年度分は制度改訂に伴う移行期のため変則支給（8 月、

１１月、１月、３月、５月）となります。 

＊支給総額に変動はありません。 

申 請 手 続 

①認定請求書 ②所得状況届 ③戸籍謄本、住民票写し ④診断書

（省略できる場合があります） ⑤印鑑 ⑥請求者名義の通帳 

⑦個人番号が確認できる書類 等 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 
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ひとり親家庭医療費助成制度                         

 ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成します。（ただし、所 

得制限があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区    分 内            容 

対 象 者 
１８歳に達する年度末までの児童を監護している配偶者のいない父

または母とその児童。 

助 成 内 容 

対象者が医療機関で支払った医療費の自己負担分について、同一受

診月毎に１世帯の自己負担額を合算して一月に１，０００円を超え

た金額を助成します。 

助 成 方 法 

交付された母子家庭医療費受給者証を提示していただくことで、一

月に１，０００円を超える窓口でのお支払いはなくなります。 

＊県内医療機関等受診の場合のみ 

＊県外医療機関等の場合は、一度全額お支払いただいた領収書を保

健福祉課までお持ちください。 

＊健康保険が適用されないもの（予防接種、薬の容器代等）は助成 

対象とはなりませんのでご注意願います。 

申 請 手 続 

①登録申請書 ②印鑑 ③保護者と子どもの健康保険証 

④請求者名義の通帳 ⑤市町村民税課税（非課税）証明書 

（本年の1月1日に住民登録がなかった方のみ） 

問 合 せ 先 昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 
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母子・寡婦福祉資金貸付金                            

経済的な自立や児童の修学などに必要な資金を借りることができます。貸付金の種類

には、修学資金・生活資金・就学支度資金などさまざまな種類があります。 

 

女性のための相談支援窓口                              

 女性が抱えるさまざまな問題の解決をお手伝いします。 

  ・夫や恋人からの暴力（ＤＶ）で悩んでいるとき 

  ・家庭内の不和やいざこざで悩んでいるとき 

・離婚、男女関係のトラブルで悩んでいるとき   

 

区     分 内            容 

対 象 者 
２０歳未満の児童を養育している配偶者のいない父または母と

その児童。 

主 

な 

貸 

付 

内 

容 

修 学 資 金 児童が高校、大学、専門学校へ進学するための資金。 

修 業 資 金 
児童が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習

得するための資金。 

就学支度資金 
児童が小学校、中学校、高校、大学、専門学校、修業施設に進学

するために必要な資金。 

生 活 資 金 
母子家庭となって間もない期間、失業期間中などの生活維持に必

要な経費。 

転 宅 資 金 自立に向けた転居に必要な経費。 

申 請 方 法 

昭和村役場保健福祉課で受付を行っており、申請後は、会津保健

福祉事務所で書類審査を行い貸付決定します。申請受付から貸付

の可否決定及び貸付金振込みまで約２ヶ月程度の期間を要しま

す。 

※貸付申請前に事前相談が必要です。貸付申請の希望がある場合

は早めにご相談ください。 

申 請 手 続 

①貸付申請書 ②印鑑 ③戸籍全部事項証明 ④世帯全員の住

民票 ⑤世帯全員の所得証明書など所得の分かる書類 ⑥保証

人の住民票 ⑦保証人の所得証明書など所得の分かる書類 等 

問 合 せ 先 
会津保健福祉事務所 障がい者支援チーム（0242-29-5275）

昭和村役場 保健福祉課（0241-57-2645） 

機関名 住所・連絡先 

福島県女性のための相談支援

センター 

福島県福島市上浜町６−３ 

０２４－５２２－１０１０ 

ＤＶ相談ナビ 

（内閣府 男女共同参画局） 

東京都千代田区永田町１-６-１ 

０５７０－０－５５２１０ 

会津保健福祉事務所 
福島県会津若松市追手町７−４０ 

０２４２－２９－５２７８ 

女性に対する暴力根絶のため 

のシンボルマーク 
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発行 昭和村役場 保健福祉課 

〒９６８－０１０４ 

        福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏１８３６ 

 電話 ０２４１－５７－２６４５ 

お わ り に 

これからの子育ては、子どもにとって一番身近な親御さんはもちろ

んのこと、地域全体で応援していくことが大切です。 

 この『子育て支援ガイドブック』は安心して出産・子育てができる

よう支援するためにつくられました。 

昭和村で利用できるサービスや、育児にかかわる情報がまとめてあ

ります。何か、心配なとき、困ったときにも是非この冊子を開いてみ

てください。 

少しでも皆様のお役に立てることを願っています。 


